
※ 保険料控除等の証明書
※ 住宅ローン控除証明書
※ (該当者)当年分の源泉徴収票

※ 期限までに申告がない、必要書類の提出がない場合には年末調整を行いません。
　　ご自身で確定申告を行っていただくことになりますので、予めご了承ください。

年末調整では、「年間の所得税額の確定」および「過不足精算」を行います

 ・月々の給与から天引きしている所得税額は概算額です。

 ・各種申請を行ってもらうことにより、年間の所得税額が確定します。

※申告を誤ると・・・
重加算税や延滞税、不納付加算税等の追徴課税が課せられ、

当然のことながら個人の負担となります。

　　　　　正確な申告をしていただくようお願い致します

e-革新（　 ） ログイン方法はこちら☞

確定申告する方も以下の1～2の確定が必要です
各申告書の申請完了までの流れはこちら☞

１．扶養控除等申告書（2023年分）
※全員必須（扶養対象者がいない方も申請が必要です）

　　　扶養控除等申告書（2024年分）
※全員必須（扶養対象者がいない方も申請が必要です）

2． 保険料控除申告書
※全員必須（保険料控除の申告が無い方、給与天引き保険のみの方も処理が必要です）

3． 住宅ローン控除申告書
※該当者のみ

正しい内容で申請されているか、最後にもう一度確認してください。

2023年分　年末調整の手引き

最終チェックはこちら

★申告期間：10月25日(水)  ～ 11月7日(火) 18：00★

https://www.e-kakushin.com/login/

11月10日(金)必着提出期限：

１.はじめに

２.e-革新へのログイン方法

３.各控除の申請

４.最終チェック ※必ずお願いします

《 手続き対象外となる方 》

①社員11月1日以降入社の方 ※お手数ですが、ご自身で確定申告を行ってください。

②12月30日迄に退職予定の方（12月31日退職予定の方は対象となります）

③(アルバイト)10月1日以降入社の方 ※お手数ですが、ご自身で確定申告を行ってください。

④アルバイト調査票に「複数社で勤務していて、当社で年末調整をしない」と回答した方

①～④の方は、

e-革新への入力は不要です。

→ 申告画面は表示されません。

https://www.e-kakushin.com/login/


【e-革新へログイン】

ログインＵＲＬ

https://www.e-kakushin.com/login/

各申告書の申請完了までの流れはこちら☞

上記ＵＲＬより『e-革新』ログイン画
面へアクセスし、「ログイン」をク

「給与明細電子化サービス」をクリック

「年末調整」をクリック

ログイン情報を入力し「ログイン」をクリック

企業コード ：8834
ユーザーＩＤ：社員番号（半角数字4~5桁）
パスワード：自身で設定したもの（半角英数）

対象外の方は、

［明細照会］横の【年末調整】タブ

は

表示されません。

https://www.e-kakushin.com/login/


【全体の流れ】

手順1　申請をはじめる前に

手順2　入力すべき申告書の確認

●扶養控除等の入力の進め方

こちら☞

●保険料入力の進め方

こちら☞

●住宅ローン控除の進め方

こちら☞

手順3　入力完了確認と台紙出力

●保険料控除の証明書の原本提出
●住宅ローン控除の原本提出

入力完了のメッセージを確認してください。

「保険料控除」「住宅ローン控除」
の申告がある場合は、
台紙を出力してください。

「未申請」の申告書ボタンをクリックし、入力画面へ進
んで入力を開始してください。

「未申請」の表示が

ない状態にします

まずは、申告に必要な情報をご準備くださ
い。

・本人、家族の年間合計収入金額
・保険料控除の申告書
・住宅ローン控除の申告書、残高証明書
など

画面上からも見ることができます

2024
2023



Ⅰ【扶養控除等申告書（2023、2024）】

※全員必須

（確定申告する方、扶養対象者がいない方も申請が必要です）

扶養控除等申告書の入力の進め方

Step１　初回はアンケートに回答します

★それぞれの詳しいマニュアルはこちらから

●独身の方☞
●離婚、死別されている方、未婚のひとり親の方☞
●結婚されている方☞

Step2 「扶養親族を追加する」

●扶養親族の入力☞

「扶養から外す」

　扶養親族について、✖ボタンをクリック後、「申請する」を行うことで、

　扶養から外すことが可能です。

Step3

入力が完了したら、画面下部にある をクリックして、申告完了です。

※申請後、再編集を行いたい場合は、 をクリックしてください。

　再度入力が行えます。

初回入力時に限り「アンケート」画面が
自動表示されます。

いずれかに回答しアンケートを進めてく
ださい。

扶養親族の追加が必要な場合は、左記の
ボタンで扶養親族の入力欄を追加し、
入力してください。

4/31



【独身の方】

1.アンケートの入力

本人の給与収入の合計金額

前年分の源泉徴収票や当年分の給与明細書を元に

申告対象年の1月～12月に受け取る給与・賞与の

総額（非課税分を除く）の概算金額を入力して

ください。

本人の給与収入以外の合計金額

給与収入以外で収入があれば、こちらへその

収入金額と必要経費金額を入力してください。

なお、公的年金等の場合には、雑所得欄１へ

収入金額を入力してください。

自動で所得金額を計算します。

公的年金等の対象参考サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

2.「ご本人の入力」欄の記載

　入力欄を開き、上から順に記載してください。

申告年の合計収入金額

アンケートで入力した収入をもとに見積額を

自動計算するため、入力の必要はありません。

再度収入を入力したい場合は、「収入の入力を

もう一度行う」 ボタンから再入力が可能です。

公的年金等は 「雑所得1」 に入
力

◎以下は非課税のため、税法上の収入には含

みません。

非課税通勤費、出産育児一時金、出産手当金、

傷病手当金、育児休業給付金、失業給付、遺族

年金、障害年金等
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配偶者の有無

アンケート結果により「あり」または「なし」

に設定されます。申請者自身で 「なし」から

「あり」または「なし」から「あり」へ変更

した場合、再度アンケートの回答が必要となり

ます。

勤労学生の選択

「いいえ」/「はい」を選択してください。

なお、「はい」を選択した場合（勤労学生の

場合）、「画像登録／確認」が表示されますの

で、撮影された在学証明書および専修学校また

は職業訓練法人の証明書類画像の登録も行うこ

とが可能です。

※画像はjpeg,png,gif,pdf のみ登録が可能

※1枚に付き 6 ﾒｶﾞまで画像登録が可能

住民票住所の入力

住民票のある住所の郵便番号と住所を入力

してください。

障害区分の選択

申請者本人の障害有無について、選択してく

ださい。 

寡婦及びひとり親の確認

アンケート回答結果により自動で寡婦又は

ひとり親の判定を行います。
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【離婚、死別されている方または未婚のひとり親の方】

1.アンケートの入力

　寡婦またはひとり親かどうか判定しますので、選択や入力に誤りのないよう回答してください。

離婚・死別等現状の選択

離婚・死別・生死不明・未婚のひとり親いずれかを

選択してください。

選択内容に迷うときは「入力のヒント」をご参照

ください。

扶養親族の有無を選択

子や子以外の扶養親族を扶養しているかを選択して

ください。

事実婚の選択

事実婚の有無を選択してください。
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本人の給与収入の合計金額

前年分の源泉徴収票や当年分の給与明細書を元に

申告対象年の1月～12月に受け取る給与・賞与の

総額（非課税分を除く）の概算金額を入力して

ください。

本人の給与収入以外の合計金額

給与収入以外で収入があれば、こちらへその

収入金額と必要経費金額を入力してください。

なお、公的年金等の場合には、雑所得欄１へ

収入金額を入力してください。

自動で所得金額を計算します。

公的年金等の対象参考サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

2.「ご本人の入力」欄の記載

　入力欄を開き、上から順に記載してください。

申告年の合計収入金額

アンケートで入力した収入をもとに見積額を

自動計算するため、入力の必要はありません。

再度収入を入力したい場合は、「収入の入力を

もう一度行う」 ボタンから再入力が可能です。

公的年金等は 「雑所得1」 に入
力

◎以下は非課税のため、税法上の収入には含

みません。

非課税通勤費、出産育児一時金、出産手当金、

傷病手当金、育児休業給付金、失業給付、遺族

年金、障害年金等
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配偶者の有無

アンケート結果により「あり」または「なし」

に設定されます。申請者自身で 「なし」から

「あり」または「なし」から「あり」へ変更

した場合、再度アンケートの回答が必要となり

ます。

勤労学生の選択

「いいえ」/「はい」を選択してください。

なお、「はい」を選択した場合（勤労学生の

場合）、「画像登録／確認」が表示されますの

で、撮影された在学証明書および専修学校また

は職業訓練法人の証明書類画像の登録も行うこ

とが可能です。

※画像はjpeg,png,gif,pdf のみ登録が可能

※1枚に付き 6 ﾒｶﾞまで画像登録が可能

住民票住所の入力

住民票のある住所の郵便番号と住所を入力

してください。

障害区分の選択

申請者本人の障害有無について、選択してく

ださい。
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寡婦及びひとり親の確認

アンケート回答結果により自動で寡婦又は

ひとり親の判定を行います。

3.「配偶者の入力」欄の記載

　当年死亡を入力された方で、配偶者の扶養範囲内の場合、入力欄を開き、上から順に

記載してください。

申告年の合計収入金額

アンケートで入力した収入をもとに見積額を

自動計算しますので、入力の必要はありませ

ん。再度収入を入力したい場合は、「収入の

入力をもう一度行う」ボタンから再入力が

可能です。

同居・別居区分の選択

同居または別居を選択してください。

申請者本人と同居以外を選択した場合は、住所

欄に住所を入力してください。そのうち

「別居－海外居住（１年以上）」を選択した

場合は、仕送り金額があれば、生計を一にする

事実にその金額を入力してください。

なお、「別居－海外居住（１年以上）」を選択

した場合、「画像登録／確認」が表示されます

ので、撮影された 親族関係書類および送金

関係書類画像の登録を行うことも可能です。

※画像はjpeg,png,gif,pdfのみ登録が可能

※1枚に付き 6 ﾒｶﾞまで画像登録が可能
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障害区分の選択

扶養者の障害有無について、選択してくださ

い。

異動事由の選択

アンケート回答結果により自動で異動事由の

反映をおこないますので、入力の必要はありま

せん。ただし異動年月日に誤りがあった場合は、

日付の変更をおこなうことが可能です。

2023年申請後、2024年分も同様の作業を行ってください
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【結婚されている方】

1.アンケートの入力

配偶者の扶養選択

①配偶者を扶養している、または、配偶者特別控除

　の対象です。

配偶者の収入が、2,015,999円以内（所得金額：

133万円以内）の範囲内の場合、選択してください。

配偶者控除だけでなく配偶者特別控除の方について

も対象となります。

②上記には該当しません

配偶者の収入が、2,016,000円以上（所得金額：

133万円超）の場合、選択してください。

本人の給与収入の合計金額

前年分の源泉徴収票や当年分の給与明細書を元に

申告対象年の1月～12月に受け取る給与・賞与の

総額（非課税分を除く）の概算金額を入力して

ください。

◎以下は非課税のため、税法上の収入には含

みません。

非課税通勤費、出産育児一時金、出産手当金、

傷病手当金、育児休業給付金、失業給付、遺族

年金、障害年金等
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本人の給与収入以外の合計金額

給与収入以外で収入があれば、こちらへその

収入金額と必要経費金額を入力してください。

なお、公的年金等の場合には、雑所得欄１へ

収入金額を入力してください。

自動で所得金額を計算します。

公的年金等の対象参考サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

【配偶者を扶養しない】 【配偶者を扶養している】

を選択した場合 を選択した場合

2「ご本人の入力」欄の記載へ 配偶者の収入を入力し、

進んでください。 2「ご本人の入力」欄、

3「配偶者の入力」欄の記載へ進んでください。

※配偶者の収入が、扶養範囲を超過している

場合には「配偶者の入力」欄が表示されませんので

記載の必要はありません。

2.「ご本人の入力」欄の記載

　入力欄を開き、上から順に記載してください。

申告年の合計収入金額

アンケートで入力した収入をもとに見積額を

自動計算するため、入力の必要はありません。

再度収入を入力したい場合は、「収入の入力を

もう一度行う」 ボタンから再入力が可能です。

公的年金等は 「雑所得1」 に入
力
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配偶者の有無

アンケート結果により「あり」または「なし」

に設定されます。申請者自身で 「なし」から

「あり」または「なし」から「あり」へ変更

した場合、再度アンケートの回答が必要となり

ます。

勤労学生の選択

「いいえ」/「はい」を選択してください。

なお、「はい」を選択した場合（勤労学生の

場合）、「画像登録／確認」が表示されますの

で、撮影された在学証明書および専修学校また

は職業訓練法人の証明書類画像の登録も行うこ

とが可能です。

※画像はjpeg,png,gif,pdf のみ登録が可能

※1枚に付き 6 ﾒｶﾞまで画像登録が可能

住民票住所の入力

住民票のある住所の郵便番号と住所を入力

してください。

障害区分の選択

申請者本人の障害有無について、選択してく

ださい。
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寡婦及びひとり親の確認

アンケート回答結果により自動で寡婦又は

ひとり親の判定を行います。

3.「配偶者の入力」欄の記載

　配偶者を扶養している方のうち、配偶者の収入が2,015,999円以内の方について、

記載してください。

申告年の合計収入金額

アンケートで入力した収入をもとに見積額を

自動計算しますので、入力の必要はありませ

ん。再度収入を入力したい場合は、「収入の

入力をもう一度行う」ボタンから再入力が

可能です。

同居・別居区分の選択

同居または別居を選択してください。

申請者本人と同居以外を選択した場合は、住所

欄に住所を入力してください。そのうち

「別居－海外居住（１年以上）」を選択した

場合は、仕送り金額があれば、生計を一にする

事実にその金額を入力してください。

なお、「別居－海外居住（１年以上）」を選択

した場合、「画像登録／確認」が表示されます

ので、撮影された 親族関係書類および送金

関係書類画像の登録を行うことも可能です。

※画像はjpeg,png,gif,pdfのみ登録が可能

※1枚に付き 6 ﾒｶﾞまで画像登録が可能
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障害区分の選択

扶養者の障害有無について、選択してくださ

い。

異動事由の選択

アンケート回答結果により自動で異動事由の

反映をおこないますので、入力の必要はありま

せん。ただし異動年月日に誤りがあった場合は、

日付の変更をおこなうことが可能です。

2023年申請後、2024年分も同様の作業を行ってください
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【扶養親族の入力】

申告年の合計収入金額

アンケートで入力した収入をもとに見積額を自動計算

しますので、入力の必要はありません。

再度収入を入力したい場合は、「 収入の入力をもう

一度行う」 ボタンから再入力が可能です。

続柄の選択

続柄を選択してください。

同居・別居区分の選択

同居または別居を選択してください。

申請者本人と同居以外を選択した場合は、住所

欄に住所を入力してください。そのうち

「別居－海外居住（１年以上）」を選択した

場合は、仕送り金額があれば、生計を一にする

事実にその金額を入力してください。

なお、「別居－海外居住（１年以上）」を選択

した場合、「画像登録／確認」が表示されます

ので、撮影された 親族関係書類および送金

関係書類画像の登録を行うことも可能です。

※画像はjpeg,png,gif,pdf のみ登録が可能

※1枚に付き 6 ﾒｶﾞまで画像登録が可能

障害区分の選択

扶養者の障害有無について、選択してくださ

い。

異動事由の選択

アンケート回答結果により自動で異動事由の

反映をおこないますので、入力の必要はありま

せん。ただし異動年月日に誤りがあった場合は、

日付の変更をおこなうことが可能です。

2023年申請後、2024年分も同様の作業を行ってください
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Ⅱ【保険料控除】

保険料控除申告書の入力の進め方

Step１　　　　　　ボタンを押すと、団体保険以外の前年入力データを当年にコピーできます。

Step2 　新規登録方法について

　①「追加入力欄」の保険区分を選択してください

　②保険区分の内容に合わせて登録画面が表示されます。

　　情報を入力して「登録」をクリックしてください。

Step3 　修正・削除方法について

　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックすることで、修正または

削除が可能です。

　②修正を行う場合は内容を修正後、　　　　　をクリックします。

　　情報を削除する場合は、　　　　をクリックしてください。

Step4

入力が完了したら、画面下部にある をクリックして、申告完了です。

※申請後、再編集を行いたい場合は、 をクリックしてください。

　再度入力が行えます。

Step5 　証明書提出

保険会社から郵送される控除証明書を張り付ける台紙を印刷し、控除証明書を貼り付け

ます。

※コピーされるのは保険会社名等の文字だけです。保険料額は「0円」となります。

※会社天引きの方は「前年データのコピー」は表示されません。（既に入力されています）

申告なしの方

「申請不要」の表示に
なればOKです

申告ありの方
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【保険料控除】の申告方法（更に詳しく！）

（ⅰ）前年データの内容に修正または削除が必要な場合

を押すと、金額以外の前年データがコピーされます

をクリックします

必要に応じて、以下（ⅰ）～（ⅲ）に対応いただき、（ⅳ）内容確定を行ってください。（1）前年データの内容に修正または削除が必要な場合

（2）前年データとは別に、追加で登録する場合（3）前年データの修正/削除 および 追加登録がない場合

（ⅰ）前年データの内容に修正または削除が必要な場合

※「前年データのコピー」でコピーされるのは、保険会社名等の文字だけです。

保険料額は「0円」となってしまうので、（ⅰ）を参照の上、修正（入力）してください。

（ⅱ）前年データとは別に、追加で登録する場合

（ⅲ）データの修正/削除

↓

（ⅳ）申請する、をクリックして申告完了

※「生命保険控除申告予定額のお知らせ」を元に申告された場合、

後日保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を年調担当までメールでお送りください。

保険料額が「0円」の表示になるので
編集画面に進んでください
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保険料の金額を入力してくださ
い

お手元の控除証明書と内
容が正しいことを必ず確
認してください。保険期間が終身の場合は、

「99」と入力してください。

※保険料確認のポイント

保険料控除証明書（イメージ）
※下図はイメージです。各保険会社からの控除証明書はそれぞれ書式が異なりますので、各自内容をよく確認してください。

「新」「旧」の区分

保険料を月払いしている場合、現時点での払込み
額ではなく、12月分まで払い込んだ場合の金額（年
間払込み掛金）を記載します

9月までの払込額（証明額）と12月まで
支払った場合の予定額（申告額）が記
載されている場合は、「申告額」を記入
してください

配当金/割戻金がある場合は、それら
を差し引いた額（差引掛金/申告額）を
記載します

※年内に保険を解約する予定の方
⇒年末調整担当までご連絡ください

2021年 3

2020年9

3年9月 3年分 3年 3年分

令和2年分の証明書であること
「介護」は「新」と印字

保険の区分保険区分は「旧：一般」

令和3年分の証明書であること

保険区分は「介護」
保険区分は「新：年金」

保険区分をよく確認してください！

「一般（新 or 旧）」

「個人年金（新 or 旧）」

「介護」

「新」「旧」の区分

9月までの払込額（証明額）と12月まで
支払った場合の予定額（申告額）が記
載されている場合は、「申告額」を記入
してください

保険料を月払いしていて、「月額保険料
のみ」記載がある場合は月額金額を12倍
します。

2023 5
5年9 5 55

令和5年分の証明書であるこ
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（ⅱ）前年データとは別に、追加で登録する場合

　（ⅱ）-1　生命保険料・地震保険料を追加する場合

（「保険料確認のポイント」参照）

　　※追加入力の注意点

生命保険料または地震保険料を新たに追加で登録する場合、画面上部にあ
る「プルダウン（「-選択してください」）」を開いて、新たに登録する保険の区分
を選択

※保険の区分には、「新」「旧」および「一般」「個人年金」「介護」があります。
また地震保険料には「地震」「旧長期」の区分があります。
お手元の保険料控除証明書をご確認いただき、該当する区分を選択してく

ださい。

控除証明書を参照し、追加で登録する保険の内容を入力

【注意点】

・追加登録する保険が、「新」「旧」両方ある場合、
「旧」の内容から先に登録してください。

・金額の大きいものから入力してください。

・割戻金がある場合は、割戻金を差し引いた額（差引掛金）を入力してください

・9月までの払込額と12月まで支払った場合の予定額（申告額）が記載されている場合は、
「申告額」を記入してください

・保険料を月払いしている場合、現時点での払込み額ではなく、
12月分まで払い込んだ場合の金額（年間払込み掛金）を記載してください

※保険料確認のポイント」参照
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　　※控除限度額に達している区分の保険を追加しようとした場合、以下のようなメッセージが表示されます。

　　　 この場合、追加登録する必要はありません。

「旧」を先に登録！

「旧」を先に登録したら、
「新」を登録する
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　（ⅱ）-2　給与外で支払った社会保険料（国民健康保険・国民年金等）を追加する場合

　（ⅱ）-3　　小規模企業共済等掛金（個人型確定拠出年金iDeCo等）を追加する場合

国民健康保険や国民年金（学生のお子様の国民年金
保険料を納付している場合）等、給与外で支払った社
会保険料を新たに追加で登録する場合、画面上部に
ある「プルダウン（「-選択してください」）」を開いて、「給
与外で支払った社会保険料」を選択

入力完了後「登録」をクリック

追加で登録する保険の内容を入力

【注意点】
・国民年金については、国民年金保険料控除証明書の添付が必須です。

個人型確定拠出年金（iDeCo）等を新たに追加で登録する場合、画面
上部にある「プルダウン（「-選択してください」）」を開いて「小規模企業
共済等掛金」を選択

入力完了後「登録」をクリック
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（ⅲ）データの修正/削除

　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をクリックすることで、修正または

削除が可能です。

　②修正を行う場合は内容を修正後、　　　　　をクリックします。

　　情報を削除する場合は、　　　　をクリックしてください。

（ⅳ）申請する

入力が完了したら、画面下部にある をクリックして、申告完了です。
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保険料控除申告書の台紙印刷～控除証明書貼り付け

保険会社から郵送される控除証明書を張り付ける台紙を印刷し、控除証明書を貼り付けます。
※ご自宅にプリンターが無い等、印刷できない場合は、Ａ4白紙（タテ）の右上に社員番号と氏名を記入の上、
　証明書を貼りつけてご提出ください。

「ファイル」から「印刷」を選択しクリック

OKをクリック

印字された申請済み保険料明細
（必要証明書の数量）を参考にし
てのり付けしてください

「台紙を出力する」をクリック

2023年10月10

2023

2024
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Ⅲ【住宅ローン控除】

会社の年末調整時の住宅ローン控除申請にあたり、下記の項目をチェックしてください。

書類の記載、提出書類に不備がないように準備ください。

令和5年分の住宅ローン控除申請

書を税務署から受け取って持ってい

る

①確定申告して下さい
初回のローン控除申請は「確定申告」が必要です。

最寄りの税務署で「確定申告」をお手続きください

住宅ローン控除の対象になった住居

に現在も住んでいる

②ローン控除申請できません
居住していないと住宅ローン控除の申請はできません

ので、提出不要です

申告書は、再度居住した時に、確定申告で必要に

なりますので、紛失しないように保管しておいてください

当初の借入からローンの借換は行っ

ていない

ローン借換時の直前の残高と

借換後の当初借入額がわかる書類を確認して、

年末の借入金残高を計算してください

借り換え後の借入金が、借り換え前の借入金残高より

増えた場合は、以下の計算式で算出した残高を使用します

ので準備をして下さい

住宅ローンは単独で借りていて、連

帯債務者はいない

ローンをご夫婦等の連名で借りている場合などは

申告書の備考欄に、連帯債務者の負担額又は、

負担比率を記載し、連帯債務者の署名をもらい、

準備をして下さい

◆必要な添付資料

①【全員必須】　令和5年分の住宅借入金等特別控除申告書

　　　　　　　　　（税務署からもらった書類に必要事項を自分で記入した上で提出）

②【全員必須】　金融機関の発行した令和5年12月末時点の借入金残高証明書

③【借換の方のみ】　ローン借換時の残高と、借換時のローン借入額がわかる書類

住宅ローン控除チェックチャート

令和5年の住宅ローン控除申請書を

記入して、添付書類と併せて、原本の提出をし

てください

上記の①、②以外の方は、年末調整で住宅ローン控除を行いますので、以下の準備をお願いします。

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい
借換時の直前のローン残高

借換後のローン借入金の当初額

（借換前直前残高より新しい借入金が少ない場合は計算不要）

★対象となる年末借入金残高

年末借入金残高 ×

記入例）

①「私は、連帯債務者として住宅借入金等の残高〇〇〇円のう

ち、〇〇〇円を負担することとしています」 ②「住所」の記入

③「氏名」④（連帯債務者が給与所得者の場合）「勤務先」を

記入してください

（※連帯する相手方にご記入いただいてください。）

添付書類をご用意ください
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必ず本年分を使用すること

社員番号を記入

（忘れずに記入してください）

残高証明書の「年末残高」を記入

「所得」は給与明細等を参考に、概算

（見込）額を記入控除額は100円未満切捨

て

（比率を間違えないよう注

意してください）

今年の控除額が初年度の控除額よ

りも少ないことを確認

連帯債務者がいる場合、その方の自筆にて下記の記入必要

・「私は連帯債務者として住宅借入金等の年末残高×××円のうち

○○○円を負担することとします。」

・住所

・氏名

・（連帯債務者が給与所得者の場合）勤務先 （例：株式会社〇〇）

社員番号：○○○○○
残高証明書の「年末残高」を記入

令和5年
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※住宅ローンの借換えをしている場合

住宅ローンの借換えをしている場合、借換えによる新たなローンの金額が借換え直前の（当初の）金額を

上回っている場合には、次式により計算した金額をローンの年末残高としてください。

借換直後のローンの当初金額（新）

※連帯債務者がいる場合

税務署から送付される『住宅ローン控除の申告書』備考欄に、他の連帯債務者から

①「私は、連帯債務者として住宅借入金等の残高〇〇〇円のうち、〇〇〇円を負担することとしています」の文言

②「住所」

③「氏名」

④（連帯債務者が給与所得者の場合）「勤務先」

の記入を受けてください。

なお、「控除を受ける人が負担する割合」は、住宅ローン控除を受ける初回の確定申告に記載した負担割合になります。

例）土地の持分 △△銀行
　本人持分　　10,900,000円
　取得価額　　21,800,000円

・住宅、土地、分けられない時は、住宅及び土地等、増改築等　それぞれに計算してください。

住宅ローン控除の申告：郵送する書類

A.　平成35年（令和5年）分　給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書※原本
B.　住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 ※原本
Ｃ.　(借換えの方のみ）ローン借換え時の残高と、借換え時のローン借入額がわかる書類

原本提出先はこちら☞

借換え直前のローン残高（旧）
年末ローン残高 ×

本年の年末残高
×

本人の持分

（残高証明の金額） 物件の取得価額

19,400,000 ×
10,900,000

＝ 9,700,00021,800,000

＜住宅ローン控除の申告をされる方＞
以下（1）～（3）の書類の原本を人事までご郵送ください

（1）給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書

※用紙の右上に社員番号を記入してください

（2）住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
※（1）の後ろにホチキス止めしてください

（3）（借り換えがある場合のみ）借り換え前後の残高が分かる資料
※（2）の後ろにホチキス止めしてください

1234567

1234567

（1）

（2）

（3）

【例】
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＜住宅ローン控除の申告をされる方＞
以下（1）～（3）の書類の原本を人事までご郵送ください

（1）給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書

※用紙の右上に社員番号を記入してください

（2）住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
※（1）の後ろにホチキス止めしてください

（3）（借り換えがある場合のみ）借り換え前後の残高が分かる資料
※（2）の後ろにホチキス止めしてください

1234567

1234567

（1）

（2）

（3）

【例】
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【最終チェック】

〇各申告書が「申請済」か「申請不要」になっていますか

〇扶養控除
□ 扶養情報の入力を正しく行っていますか
・扶養している家族の情報は全て入力されていますか
・収入金額は正しく入力されていますか → 桁数を誤っているケースがあります！

例1） 本来「3,000,000(300万)」のところ、「30,000,000(3,000万)と入力

例2） 本来「3,000,000(300万)」のところ、「300,000(30万)と入力

□ 2023年の情報は「申請済」の表示となっていますか
・扶養対象者がいない場合にも内容確定の手続きが必要です
・2023年12月31日時点の予定が入力されていますか
・確定申告をされる方も扶養控除の申告は必要です

□ 2024年の情報は「申請済」の表示となっていますか
・2024年12月31日時点の予定が入力されていますか
・確定申告をされる方も扶養控除の申告は必要です

〇保険料控除
□ 「申請済or申請不要」の表示となっていますか

・保険料控除を受けない場合は「申請不要」の表示になります。

□ 保険料控除証明書の提出は完了していますか

〇住宅ローン控除
□ 住宅ローン控除申告書・年末残高証明書（借換金額が分かる資料）を郵送していますか

11月10日（金）必着

【確証の提出先】

〒163-0819
東京都新宿区西新宿２－４－１新宿NSビル19階
住友不動産株式会社
企画本部管理部人事事務課　年末調整担当〇〇
※配達記録が残る方法でお送りください

「未申請」の表示

が無いようにして

ください！！

OK

11月10日（金）必着

＊極力、店舗で取りまとめの上、送付をお願いします。

＊書類は、同一種類ごとに、社員番号順に並べて提出をお願い致します。

＊双方で確認出来るよう、表紙の作成もお願いします。（表紙記載内容：社員番号・名前・台紙枚数）

【書類の提出先】

〒163-0819
東京都新宿区西新宿２－４－１新宿NSビル19階
住友不動産株式会社
管理部 人事事務課　エスフォルタ年末調整担当 ←　必ず社名を入れてください。
※配達記録が残る方法でお送りください 　年末調整書類と明記してください。

　（他の書類は入れないようお願いします。）
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＜保険料控除の申告をされる方＞
・台紙に貼り付けた保険料控除証明書の原本

＜住宅ローン控除の申告をされる方＞
以下（1）～（3）の書類の原本を人事までご郵送ください

（1）給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書

※用紙の右上に社員番号を記入してください

（2）住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
※（1）の後ろにホチキス止めしてください

（3）（借り換えがある場合のみ）借り換え前後の残高が分かる資料
※（2）の後ろにホチキス止めしてください

123456

1234567

（1）

（2）

（3）

【例】
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